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本報告書における用語の定義

No 用語 定義

1 保安ネット

• 産業保安・製品安全関連法令に関する申請手続の電子申請システム

• 現在稼働中のシステムを「現行保安ネット」、現行保安ネットのサービス終了に伴い、今後、新規に構築・稼働する想定の次期システムを「次期保安ネッ
ト」と記載

2 本申請/簡易申請

• 現行保安ネットの電子申請方式の種類

• 本申請は、電気事業法の「事業用電気工作物の保安規程の届出」など、保安ネット上で必要な項目を入力して提出する方式

• 簡易申請は、本申請で提出可能な手続き以外について、紙の申請書類をPDF化し、保安ネット上で添付・提出する方式

• 具体的な提出可能手続きについては、保安ネットポータル（下記）を参照
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/

3 汎用申請 • 本事業にて新たに定義する想定の電子申請方式

4 電子化未済手続き
• 産業保安・製品安全関連法令に関する申請手続のうち、電子化に至っていない手続き

• 現行保安ネット（本申請のみ）や他システム等、電子化の方式が明示的に定義されていないもの

5 電子化方式
• 電子化する際の申請方式（既存の方式では保安ネットの本申請、簡易申請など）

• 電子化未済手続きに関しては、「電子化の実現方式」と同義

6 申請者/審査者

• 保安ネット利用ユーザの分類

• 申請者は、保安ネットを利用して手続きを提出する事業者等

• 審査者は、保安ネットで提出された申請手続の審査を行う経済産業省職員

7 マスタ

• 業務で利用する基本的な情報を管理するデータベース

• 保安ネットでは電気関連法令においては事業場のマスタ、製品安全関連法令においては事業者のマスタを保持している認識。これらは本提案書内では
「既存マスタ」と定義

8 オンライン化率 • 全手続のうちオンラインで実施できる手続数の割合

9 オンライン利用率 • 電子化された手続のうち実際にオンラインで申請されている手続件数の割合
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本事業では、産業保安の監督体制強化に向け、現行保安ネットの状況や実績、政府目標を踏まえ、次期での更なる電子化範囲の拡大とソ
リューションの検討・改善に向けた検討を行う。

本事業の背景

◼保安監督体制の強化の必要性の高まり

✓ 内外環境の変化に対応するため、手続き業務を効率化し、
立入検査等業務に注力することで、監督体制を強化する必要がある

◼現行保安ネット導入範囲における効果の拡大

✓ 上記課題を受けて導入した保安ネットではオンライン利用率80%を達成し、対象手続
きの審査に関して行政コスト削減に寄与※

✓ 部分的な導入にとどまることから、管轄手続きへの網羅的な導入が必要

◼産業保安行政の高度化・デジタル化の必要性

✓ Reg tech/ Sup tech等の導入などデジタル社会における規制の在り方の検討が進む

✓ 紙主体の行政手続きが高度化・デジタル化の阻害要因となる

◼政府全体でのオンライン化に向けた動き

✓ 「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年12月)にて、政府目標として原則国の行政
手続をオンラインで実施できるようにすることを掲げている

✓ 「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」(令和2年3月)にて、産業保安関連手
続について、保安ネットでの高い申請率の実現、得られたデータを利活用することで更な
る産業保安・製品安全の高度化を図ることを目標として掲げている

本事業の目的

次期保安ネットでの
電子化拡大の方針検討

現行保安ネットからの
改善点検討

次期保安ネット導入の
取り組み方の整理

本事業の背景・目的
1. 本事業の全体像 - 1.1. 本事業の背景・目的
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本事業での実施内容とそれらに該当する本報告書での該当箇所は以下の通り。

実施作業
1. 本事業の全体像 - 1.2 本事業の実施作業

実施内容(仕様書記載事項)

(3)

作業スケジュールの検討

(1)

電子化手続拡張の
ための調査

(2)

審査業務等の改善
における要件整理
のための調査

(1)-①

電子化に至っていない手続きの
整理・精緻化

(1)-③

電子化の実現方式の定義
・各手続の分類

(1)-②

電子化に向けた課題等の整理

(2)-①

現行の保安ネットにおける課題等の
整理・解決策の提示

(2)-②

電子申請活用促進のための施策
検討

(2)-③

クラウドサービス及びソフトウェア・
サービスのライセンス費用積算

(2)-④
その他各種要件整理

本報告書での記載内容

• 産業保安グループ各課室（電力安全課、ガス安全室、高圧ガス保安室、鉱山・火薬類監理官付、製品安全課）
へアンケートを行い、次期保安ネットで電子化対象となる手続きを選定し、電子化する上での優先順位付けを行った。

• 全国の監督部・経産局、経済産業省担当者へのヒアリング・アンケートを通して、現行の審査業務等における課題や
意見・要望を整理し、優先度高となった課題については改善施策案の詳細検討を行った。

• 優先度高と分類した手続きのうち、電子化に向けた課題がある手続きについて現状の業務フローを整理し、各課題へ
の対応方針と電子化後の業務フローの整理を行った。

• ヒアリング・アンケートの結果、次期要件定義以降での検討が望ましいと考えられる事項については、次期検討事項一
覧として一覧化を行った。

• 紙申請を続ける事業者の特徴に基づき5つのペルソナを定義し、それぞれの推定ボリュームの算出、電子化阻害要因
の洗い出し、オンライン利用率向上施策案の検討を行った。

• 広範な手続き拡大に対応するため、電子化方式として既存の本申請・簡易申請に加えて新たに汎用申請を定義した。

• 電子化対象となった手続について、手続の主体、更新となるマスタ、手続の類型を基に、定義した各電子化方式への
分類を行った。

-
(本報告書内では記載を省略)

• 次期保安ネット利用開始に向けて検討が必要な論点を整理し、それらを踏まえ必要な作業を洗い出し、令和4年度
以降の想定作業スケジュールの検討を行った。

該当頁

2.1
(P.8～13)

2.2
(P.14～18)

3.1
(P.37～73)

3.2
(P.74～76)

4
(P.78～88)

2.3
(P.19～36)

‐

3.3
(P.77)
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作業の進め方

作業の進め方

電子化課題の整理

• 優先度高と分類した手続きのう
ち、電子化課題がある手続きを
アンケートやヒアリングで調査

• 課題がある手続きについて、現状
の業務フローを整理し、同様の課
題のある手続きがないか確認

• 各課題への対応方針と電子化
後の業務フローを整理

電子化対象手続の選定

• 産業保安グループ各課室（電
力安全課、ガス安全室、高圧ガ
ス保安室、鉱山・火薬類監理官
付、製品安全課）へアンケートを
行い、次期保安ネットで電子化
対象となる手続きを調査

• 同時に件数、利便性向上効果、
データ利活用の可能性を基に各
手続きを優先度付け

電子化方式の定義

• 広範な手続き拡大に対応するた
め既存の本申請・簡易申請に加
えて新たに汎用申請を定義

P.10-13参照 P.14-18参照

電子化方式への分類

• 電子化対象となった手続の主体、
更新となるマスタ、手続の類型を
基に、定義した各電子化方式に
分類

• データ利活用施策に資する手続
を整理し、分類案と照らし合わせ
て漏れがないか確認

(1)-① 電子化に至っていない手続きの
整理・精緻化

(1)-② 電子化に向けた課題等の整理 (1)-③ 電子化の実現方式の定義・各手続の分類

P.19-27参照 P.28-36参照

仕様書
との対応

検討内容

2. 電子化手続拡張のための調査

2.1 2.2 2.3
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電子化対象手続の選定の内訳

対象手続の選定ステップ
：対象
：対象外

*¹ 内閣官房実施の行政手続等の棚卸結果(https://www.meti.go.jp/main/zyoukyou.html)を基に抽出

*² その他には申請等、縦覧等、申請等に基づかない処分通知等が該当

*³ 国又は地方自治体・独立行政法人の手続きは、国が主体もしくは国に提出される場合のみを対象とする

対象手続き
（民間主体）

714件

カッコ内は対象件数

手続き類型

所管部署 電子化実施状況 手続見直し対象

産業保安
グループ

(1,711件)

産業保安
グループ以外の

部署・省庁
（9件）

電子化未済
or

保安ネットでの
電子化余地
がある手続
(1,662件)

保安ネット
・一部システムにて

電子化済
(49件)

手続き見直し

対象外

(1,643件)

手続き見直し対象
(19件)

産業保安

関連手続き

(1,720件)

重複

重複していない
(1,632件)

重複
(11件)

民間
(1,123件)

国、
国又は地方自治体、

国又は独立行政法人*³
(200件)

手続の主体

国、
国又は地方自治体、

国又は独立行政法人*³
(714件)

民間
(164件)

手続の受け手

独立行政法人、
地方自治体
(309件)

地方自治体、
独立行政法人、
民間、受け手なし

(409件)

国、地方自治体、
独立行政法人等

(36件)

申請等に基づく処分通知等
(61件)

その他*²(103件)

対象手続き
（国主体）

29件

61件の手続きのうち、以下のいずれかに該当する32件は
対象外とした
① 命令（請求）、検査等通知文書を伴わない手続
② 免状や証明書等、制度上電子交付が困難な手続
③ 意見聴取会や聴聞の実施に関する通知等、申請者

と国からの処分対象が一致しない手続

電子化対象手続の選定ステップの詳細及び件数内訳は下記のとおり。

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.1. 電子化に至っていない手続きの整理・精緻化 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類

計 743件
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電子化対象手続の優先順位付け
2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.1. 電子化に至っていない手続きの整理・精緻化

アンケートでは更に件数、利便性向上効果、データ利活用の可能性を確認し、その結果を基に電子化対象手続について次期保安ネット更改
タイミングにおける電子化の優先順位付けを行った。

(B)利便性向上効果

• 同契機で提出される他の手続きが存在するか
例）保安管理業務外部委託承認・保安規程変更の届出
（外部委託の変更により、保安規程の変更も行われるため）

• 審査時に、提出済みの手続きと整合性確認を
行うか

例）主任技術者の選任の届出・主任技術者の免状交付
（主任技術者の専任の届出提出時に資格の取得有無の確
認を行う）

(A)年間手続き件数 (C)データ利活用の可能性

• データ利活用に資する情報を含むか(次頁詳細)

• （電力安全課のみ）新自家用工作物データ
ベース管理対象手続に該当するか 等

• 行政手続棚卸結果の件数
を転載しているが、齟齬が
ないか

優先度【高】
64件

電子化効果が
高いと想定

データ利活用が
見込まれる

優先度【低】
618件

年間1,000件以上

10件以上
1,000件未満

10件未満

優先度【中】
61件

Yes

No

No

Yes

電
子
化
の
優
先
度
分
け

ア
ン
ケ
ー
ト

事
項

電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類

計 743件
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電子化に向けた課題・対応方針(2/2)
(※前ページの続き)

区分 課題のある手続 概要 該当する手続の例 対応方針案

他部署への
承認が必要な手続

産業保安グループ以外の
他部署からの承認(決裁)
が必要な手続

• 使用前安全管理審査の申請(電気) 等
コスト・申請件数を考慮したうえで、既存の承認プロ
セスに該当部署を追加する(必要性が低い場合は一
文システムを併用させる)

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.2. 電子化に向けた課題等の整理

業
務

手続の処理に
工数がかかる手続

手続内容の確認や受理
後の処理に工数がかかる
手続

• 承継の届出(電気、液石、鉱山、製品安全) 等
データが整備されていることを前提としたうえで、マスタ
の活用による突合作業の自動化、最新情報への自
動更新を実現させる

電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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課題の検討 - 紙媒体による提出・交付が必要な手続
紙媒体による提出・交付が必要な手続は、制度の見直しにより、電子媒体の提出や交付ができないか検討が必要と考えられる。制度の改正
が困難な場合は受付を電子で行い、添付書類の提出・交付を郵送で行うことを想定。

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.2. 電子化に向けた課題等の整理 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類

登記事項証明書
(全部事項証明書、履歴事項全部
証明書等)

実務経歴証明書

• 承継の届出(製品安全)
• 保安機関の認定(液石)
• 液化石油ガス販売事業の登録(液石) 等

• 主任技術者の免状交付 (1)第一種電気
主任技術者 (2)第二種電気主任技術者
(3)第三種電気主任技術者(電気)

当書類は紙のみで発行されており、原本の
提出を申請者に求めている

書類に実印を捺印する必要がある

承認書
(公印の省略が不可な施行文書）

該当する書類 該当する手続

免状

• 略称表示申請書の提出(製品安全)
• 例外の承認(製品安全)
• 届出事項に係る情報の提供の請求(製品

安全) 等

• 認定電気工事従事者認定証の交付申請
(電気)

• 主任技術者の免状交付(電気)

現況

本省宛の手続は内規上公印の省略が不
可なため、承認書は公印の入った原本にて
交付する必要がある

免状の形式等は省令で定められているた
め、紙媒体にて交付する必要がある

電子媒体の写しによる対応ができるよう制
度の見直しの検討。困難な場合は様式へ
の入力等の受付を電子で行い、添付書類
は郵送にて提出

公印の省略については内規の見直しを行
い、承認書を電子にて交付

対応方針案

対応方針案

紙媒体による交付が必要な手続

紙媒体の提出が必要な手続

免状交付関連の手続は様式への入力等
の受付を電子で行い、免状は郵送にて交
付(※省令の改正は政府全体の動向を踏
まえ検討)

現況該当する手続該当する書類
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各電子化方式の機能比較
2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類

前述のとおり次期保安ネットでは、既存の本申請、簡易申請に汎用申請を加えた3つの電子化方式の実装を想定する。各方式は具備する機
能が異なるため、手続きに応じて適した方式を選択することを想定。

次期保安ネットでの電子化方式（案）

電
子
化
コ
ス
ト
・
構
築
期
間

小

大

簡易申請

汎用申請

本申請

画面・機能

• 手続毎に要件定義を行い、複雑
な入力フォームや入力補助機能
を有する申請方式

• マスタ管理が可能
• 既存の本申請がベース

• 複雑な制御のない標準化された
入力フォームを用いる申請方式

• マスタ更新は限定的
• 次期保安ネットで新規実装
• 対象手続きの追加は経済産業

省職員が行う想定

• 入力フォームを持たず、書類を添
付により提出する方式

• マスタ更新は不可
• 審査プロセスを持たないため、対応

可能な手続類型は届出のみ
• 既存の簡易申請がベース

標準画面フォームに共
通機能制限内で項目
を任意に設定して入
力画面を構築

各手続個別に要件定
義の上、手続き内容・
要望に沿った画面・機
能を手続毎に構築

添付書類の提出・受
理完了通知機能のみ

審査プロセス

審査の実態に沿ったプ
ロセスを構築

機能制限内で任意に
プロセスを構築。経済
産業省で設定可能

保安ネット上では受理
のみ行い、審査プロセ
スはなし。審査はオフラ
インで行う

データ利活用

設定項目の分析・集
計が可能

集計対象項目がない
ので分析不可

構築方法

•システム構築ベン
ダーが手続毎に要件
定義、構築を行う

•システム構築ベン
ダーが共通機能の要
件定義構築を行う

•経済産業省職員が
対象手続きの追加
を行う

•システム構築ベン
ダーが共通機能、画
面構築を行う

文書管理

保安ネット上で
管理可能

方式 概要
機能差異

保安ネット上で
管理可能

（届出のみ）

電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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機能一覧(1/3)
本申請、汎用申請、簡易申請の各方式の機能の違いは以下のとおり。

申
請

書類添付
PDF等の電子ファイルを添付して手
続を提出

入
力
フ
ォ
ー
ム

添付書類を郵送することなく、電子上で提
出可能

入力フォームの
個別カスタマイズ

手続毎に必要な入力フォームを設定

表形式* 表形式の入力フォームを設定
報告手続のように表形式の入力フォームが
利用されている手続に対応可能

項目の表示制御*
入力されている項目の値に応じて、
他の項目の表示・非表示を制御

重複する又は不要な項目への入力の省
略や入力ミスの軽減

補
助
機
能

事業者情報
の自動入力

届出・申請時に、事業者マスタに登
録済の事業者情報を初期値として
呼び出すことが可能

事業者情報の表記ゆれを軽減

個別マスタ登録
情報の自動入力

届出・申請時に、個別のマスタに登
録済の情報を初期値として呼び出す
ことが可能

個別マスタによる管理対象の情報の表記
ゆれを軽減

業務上のメリット概要機能分類
具備対象の電子化方式

本申請 汎用申請 簡易申請

◯ ◯

×

◯

◯
×

×

×

◯

○ ×

運用中任意に入力フォームの変更が可能

個別手続きに沿った複雑な設定が可能

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類

* 汎用申請に搭載することを想定しない機能（詳細はP.24-25）
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機能一覧(2/3)
(※前ページの続き)

申
請

ツールチップ*
項目にポインターをかざすことで説明
の吹き出しを表示

補
助
機
能

項目の入力方法や入力例等を補足説明
することができる

コピーボタン*
項目に入力されている情報のコピー
が可能

重複する項目の入力負担軽減

自動計算*
入力された項目に対して任意の計
算を他項目に自動出力

申請者の計算間違いによる入力ミスの軽
減

相関チェック*

複数の項目に入力された値の妥当
性の自動確認
例）「出力A」と「出力B」の合計値
が「出力C」より小さい場合エラー

事前に設定したルールに基づき入力ミスを
軽減

エラー項目の
ハイライト*

入力項目の値に誤りがあった場合、
エラーを出して該当箇所を強調表示

どこに誤りのあるかを提出前に確認できるた
め、入力ミスを軽減

業務上のメリット概要機能分類
具備対象の電子化方式

本申請 汎用申請 簡易申請

◯

×

△
必須入力項目が空白の

場合の強調表示可

* 汎用申請に搭載することを想定しない機能（詳細はP.24-25）

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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機能一覧(3/3)
(※前ページの続き)

審
査

事業者マスタ等に手続履歴として紐
づけ

手続き受理後、手続に紐づいている
事業者マスタの項目を自動更新

審査者は、事業者ごとに過去に提出され
た手続を参照可能

審査者は、事業者マスタで事業者の最新
情報を確認したり、集計等の他業務へ活
用させることが可能

基
本
機
能

多段階承認
手続・組織毎に任意の承認フローの
設定が可能*

実態に沿った承認フローを電子上で回すこ
とが可能

結果通知
提出された申請手続に対する通知
文書の作成、受理完了・結果通知
を自動で発出

結果通知に係る定型業務の工数を削減
することが可能

問合せ
審査時に記入ミスが発覚した際に、
事業者へ修正を依頼

保安ネット上で申請者・審査者間で修正
のやり取りを行うことが可能

問
合
せ

デ
ー
タ
管
理

事業者マスタ
自動更新

事業者マスタへの
手続履歴紐づけ

手続き受理後、手続に紐づいている
各マスタの項目を更新することが可
能

審査者は、個別マスタで最新の手続情報
を確認したり、集計等の他業務へ活用させ
ることが可能

個別マスタ
自動更新

業務上のメリット概要機能分類
具備対象の電子化方式

本申請 汎用申請 簡易申請

◯

×◯

×

×

△
通知文書の作成は

対応不可

◯

◯

* 分岐した子プロセスの設定や確認中の手続の審査プロセスの途中変更は対応不可

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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(参考) 入力フォーム・補助機能の補足(1/2)
汎用化処理を実現するため、汎用申請では以下の機能を対応不可とすることを想定。

設定不可となる機能例①表形式

カスタム項目（入出力項目）を表形式で表示することは対応不可という制約とする。

設定不可となる機能例②コピーボタン

他の項目の入力情報をコピーする機能およびボタンの配置は対応不可という制約とする。

設定不可となる機能例③相関チェック機能

カスタム項目（入出力項目）に相関チェックを設定することは対応不可という制約とする。
例）「出力A」と「出力B」の合計値が「出力C」より小さい場合エラー

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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(参考) 入力フォーム・補助機能の補足(2/2)
(※前ページの続き)

設定不可となる機能例④エラー項目のハイライト機能

カスタム項目（入出力項目）について、桁数チェック、データ型チェックにてエラーと判定された項目のハイライト表示することは対応不
可という制約とする。
※必須チェックはハイライト対応可能

設定不可となる機能例⑤ツールチップ

カスタム項目（入出力項目）にツールチップを設定することは対応不可という制約とする。

設定不可となる機能例⑥表示・非表示制御

カスタム項目（入出力項目）に表示条件、非表示条件を設定することは対応不可という制約とする。
例）「項目A」に値が入力された場合、「項目B」を表示する

設定不可となる機能例⑦自動計算

カスタム項目（入出力項目）に自動計算結果を設定することは対応不可という制約とする。
例）「項目A」と「項目B」の合計値を「項目C」に設定する

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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届出・申請主体の傾向に沿って、本申請まで検討する手続と手続類型で電子化方式を判断するものに分類。

分類軸(A) 届出・申請主体(1/2)

• 主たる事業を行う事業者(次頁参照)

• 免状交付申請を行う個人

申請件数が多く、申請主体が多様なため事業者・申請者情報を
管理する必要性が高いと想定される

手続毎に件数やマスタ管理の要否や必要となる機能を確認し、
本申請、汎用申請、簡易申請のうち、最適な電子化方式に分類

• 主たる事業を補完する事業者(次頁参照)

届出・申請主体

申請主体は限定的で、件数も少ない傾向にある

申請⇒汎用申請、届出⇒簡易申請に分類

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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主たる事業を行う事業者及び主たる事業を補完する事業者の内訳は以下のとおり。

分類軸(A) 届出・申請主体(2/2)

電気

都市

液石

熱供給

高圧ガス

鉱山

火薬

製品安全

ガ
ス

鉱
山
・
火
薬

電気工作物に関する手続を提出する事業者、
電気工事業者

ガス事業者、準用事業者

液化石油ガス販売事業者、保安機関

熱供給事業者

高圧ガス事業者

鉱業権者

製造営業事業者

（製品安全4法）製造・輸入事業者

主たる事業を行う事業者

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類

主たる事業を補完する事業者

（法令共通）
検査機関、試験機関、調査機関、養成施設 等
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マスタとすべき情報については、事業の基礎情報となるもの、現行現場業務で活用されているものから選定。法令別に管理対象想定のマスタを
定義。

分類軸(B) マスタの更新(2/3)

法令毎の管理対象マスタ（想定） ※赤字は現行保安ネット内で構築済み

基礎情報マスタ 個別マスタ

事業の基礎情報
• 事業の初期申請時に報告される事業の基礎

的な情報は、以後の手続きのベースとなるため、
マスタ管理が必要

⇒ 初期登録手続き(次頁参照)に含まれる情報
を抽出

選定観点

現行現場業務への活用
• 現在、日々の業務で参照・活用しているデータ

はより効率的に利用するため、マスタ化が必要

⇒ 現行でマスタ管理している情報を抽出
（独自管理DB等）

電気

都市

液石

熱供給*

高圧ガス*

鉱山

火薬*

製品安全

ガ
ス

鉱
山
・
火
薬

事業場マスタ

事業者マスタ

事業者マスタ

事業者マスタ

事業者マスタ

鉱山マスタ

事業者マスタ

事業者マスタ

発電所マスタ、主任技術者マスタ、
管理技術者マスタ

ガス工作物マスタ、主任技術者マスタ

保安機関マスタ、業務主任者マスタ

-

-

保安管理者マスタ

-

工場マスタ、用品区分マスタ、
型式マスタ

* 他分野と比べて提出件数が相対的に少ないこと、また火薬と高圧は自治事務が主であるため個別マスタを設けない想定

2. 電子化手続拡張のための調査 - 2.3. 電子化の実現方式の定義・各手続の分類 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類

事業者や事業場の名称、所在地、設備等
の最新情報を管理するためのデータベース

➡ 更新に関わる手続が多いため本申請に
加えて汎用申請でも管理

法令固有の最新情報を管理するためのデー
タベース

➡ 手続毎に構築を行う必要があり、コスト
面を考慮し、本申請でのみ管理
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今年度の事業では、データ利活用施策の選定と実現方法の整理を行い、次年度以降の機能開発等へのインプットとする。また電子化手続き
の追加が新たに必要な場合は、該当手続きを本申請または汎用申請に分類する。

データ利活用施策の検討の全体像

①施策の選定 ②実現方法の検討

• 電気、ガス(都市・液石)、鉱山*について、届出・申請から得られ
る手続情報、組織内で保有する情報、組織外にある情報を用い
て、業務の高度化・効率化を図る施策案（データ利活用施
策）を選定

- 施策案の選定にあたっては、過去の事業**にて検討した施策
案や監督部にアンケートを行い、職員からの現場のアイデアを
参照した

③機能開発 等

• 必要な情報の収集と分析に向け、次期
保安ネットの構築時に以下の開発を行う
•データの収集
•データの加工
•データの表示

• 開発したシステム・ツールを用いて実証・
効果測定を行う

今年度実施 次年度以降実施

• 担当者へのヒアリングを実施し、施策の実現に向けて必要な情報
を確認し、その入手先と管理・抽出方法を整理

- 入手先が手続の場合、該当手続を本申請・汎用申請に分
類（マスタ管理や項目の集計を可能にするため）

• 同様に機能の拡張が必要ないかを確認し、必要な場合には要件
や必要な連携先等を整理

* 製品安全は、データ整備に関する検討を優先させるため、また火薬と高圧ガスは、自治
事務が手続の多くを占め、施策の実現には自治体との連携が必要となることから、一部参
考意見は聴取したものの今事業では対象外とした
** 平成29年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（産業保安・製品安全分野
におけるデータ利活用に関する調査）

2. 電子化手続拡張のための調査 - (参考) データ利活用施策の検討 電子化課題
の整理

電子化対象
手続の選定

電子化方式
の定義

電子化方式
への分類
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作業の進め方
4. 作業スケジュールの検討

作業の進め方

(3) 作業スケジュールの検討
仕様書
との対応

検討内容

• 令和6年4月の次期保安ネット
の利用開始前後に検討が必要
な論点を整理

システム化に向けての
論点整理

P.80-85参照

作業スケジュール
の策定

• 必要な作業から全体の作業ス
ケジュールを策定

P.87,88参照

必要な作業の整理

• 「電子化対象手続の拡大」・
「利便性向上」・「オンライン利
用率向上」に向けての論点を踏
まえて、次期保安ネットの利用
開始前後で必要となる作業を
整理

P.86

4.1
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（再掲）電子化に向けた課題・対応方針(1/2)
電子化を実現するにあたって課題のある手続は下記のとおり。これらの手続は外部システムとの連携、業務・制度の見直しを検討する。

シ
ス
テ
ム

制
度

手数料が発生する手続

個人からの手続
(資格の申請）

手数料の支払いが発生
する手続

免状交付の申請等、国
家資格に関わる手続

• 認定電気工事従事者認定証の交付申請(電気)
• 液化石油ガス販売事業の登録(液石)
• 使用前安全管理審査の申請(電気) 等

• 認定電気工事従事者認定証の交付申請(電気)
• 主任技術者資格の認定(電気) 等

区分 課題のある手続 概要 該当する手続の例

個人認証を保安ネット内で実施可能にするためマイナ
ポータル(マイナンバーに紐づけ)との連携を行い電子
化

紙媒体の提出が
必要な手続

登記事項証明書等の添
付書類のうち、原本の提
出が必要な手続

• 主任技術者の免状交付(電気)
• 保安機関の認定(液石)
• 液化石油ガス販売事業の登録(液石) 等

電子媒体の写しによる対応ができるよう制度の見直し
を検討。困難な場合は様式への入力等の受付を電子
で行い、添付書類は郵送にて提出

収入印紙による手数料の支払い*が発生する手続は
ペイジー(歳入金電子納付システム)との連携を行い
電子納付を実現
*納入告知書による手数料については会計課所管のため対象外とする

対応方針

紙媒体による交付が
必要な手続

公印の省略が不可、免
状が必要等、電子による
交付が困難な手続

• 認定電気工事従事者認定証の交付申請(電気)
• 主任技術者の免状交付(電気)
• 略称表示申請書の提出(製品安全) 等

公印の省略については制度の見直しを行い、承認書
は電子にて交付。免状交付関連の手続は様式への入
力等の受付を電子で行い、免状は郵送にて交付

添付書類の
サイズや量が膨大な手続

添付書類のサイズや量が
膨大なため、電子による
提出が困難な手続

• 工事計画の届出(電気、高圧、鉱山)
• 環境影響評価書の届出(電気)
• 認定完成検査実施者等の認定・更新(高圧) 等

① 添付書類の提出の省略が可能か検討
② ①が困難な場合、電子の元データの提出、PDF

等の写しの提出、分割した図面の提出が可能か
検討

③ ①②いずれも困難な場合、様式への入力等の受
付を電子で行い、添付書類は郵送にて提出

業
務

4. 作業スケジュールの検討 必要な作業の
整理

システム化に
向けての
論点整理

作業スケジュー
ルの策定
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（再掲）電子化に向けた課題・対応方針(2/2)
(※前ページの続き)

区分 課題のある手続 概要 該当する手続の例 対応方針

他部署への
承認が必要な手続

産業保安グループ以外の
他部署からの承認(決裁)
が必要な手続

• 使用前安全管理審査の申請(電気) 等
コスト・申請件数を考慮したうえで、既存の承認プロ
セスに該当部署を追加する(必要性が低い場合は一
文システムを併用させる)

4. 作業スケジュールの検討

業
務

手続の処理に
工数がかかる手続

手続内容の確認や受理
後の処理に工数がかかる
手続

• 承継の届出(電気、液石、鉱山、製品安全) 等
データが整備されていることを前提としたうえで、マスタ
の活用による突合作業の自動化、最新情報への自
動更新を実現させる

必要な作業の
整理

システム化に
向けての
論点整理

作業スケジュー
ルの策定














